
平成２９年度(2017年度)から３２年度(2020年度)までの４年間

１ 計画期間

◆ 趣 旨
国民的資産である琵琶湖を健全で恵み豊かな湖として保全・再生を図るため、「琵琶湖の

保全及び再生に関する基本方針」を勘案し、琵琶湖の保全及び再生に関する法律第三条に基
づき、本計画を定める。

◆ 目指すべき姿
多くの固有種を含む豊かな生態系や生物多様性を守り、健全な水循環の下で琵琶湖ととも

にある人々が豊かな暮らしを営み、さらには、文化的・歴史的にも価値のある琵琶湖地域の
良き伝統・知恵を十分に考慮した豊かな文化を育めるようにすることをもって、琵琶湖と人
とのより良い共生関係の形成を目指すものとする。

２ 琵琶湖の保全及び再生に関する方針

「琵琶湖保全再生施策に関する計画」の概要（案）

※下線部は法律で「計画において掲げる事項」と定められているもの

◆ 水質の汚濁の防止及び改善に関する事項

下水道その他の生活排水処理施設の整備、面源負荷対策、流入河川・底質改善対策ほか

◆ 水源の涵養に関する事項

水源林の適正な保全・管理、持続可能な森林整備の推進、生物多様性の保全に向けた対策

の推進、農地対策ほか

◆ 生態系の保全及び再生に関する事項

湖辺の自然環境の保全・再生（ヨシ群落、内湖、砂浜、自然湖岸等）、外来動植物（オオ

バナミズキンバイ、オオクチバス、等）、カワウによる被害防止、水草の除去等（水草除

去、湖岸漂着ごみ対策、湖底対策等）、生物多様性の保全・保護の推進ほか

◆ 景観の整備及び保全に関する事項

琵琶湖を中心とする周辺地域の一体的な景観の整備・保全、文化的景観の整備・保全ほか

◆ 農林水産業、観光、交通その他の産業の振興に関する事項

琵琶湖の環境と調和のとれた農業、林業、環境関連産業の振興、水産資源の適切な保存お

よび管理（漁場再生、種苗放流、資源管理型漁業の推進、漁業振興等）、エコツーリズムの

推進、湖上交通の活性化ほか

３ 琵琶湖の保全及び再生のための事項

◆体験型の環境学習の推進 ◆広報・啓発 ◆保全再生に係る教育・学習の振興 ほか

６ 琵琶湖保全再生施策の実施に資する教育の充実に関する事項

●琵琶湖保全再生施策

●調査研究 ●多様な主体の協働

４ 琵琶湖保全再生施策の実施に資する
調査研究に関する事項

５ 琵琶湖保全再生施策に取り組む主体そ
の他琵琶湖保全再生施策の推進体制の
整備に関する事項

◆多様な主体による協働の推進に関する事項
◆保全再生施策の推進体制に関する事項

◆喫緊の課題に対する集中的な施策の実施 ◆琵琶湖南湖における重点的な施策の実施 ほか

７ その他琵琶湖の保全及び再生に関し必要な事項
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